
令和 2 年 12 月

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,348 円 2,393 円

3,348 円 2,575 円

4,290 円 2,907 円

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　平成３０年度から農業集落排水処理施設最適整備構想の策定に係る機能診断業務に着手してお
り、計画により長寿命化を図っていく予定である。

処 理 区 域 内 人 口 密 度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　農業集落排水施設料金は他の下水道事業と同じ料金体系としている。なお、令和元年10月に料金
を改定した。(以下、税抜)
　基本料金　1,650円
　人数割料金　750円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金(使用料10m3まで) 　1,650円
水量割料金(使用料11m3以上)　1m3当たり200円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成３０年度 平成３０年度

令和元年度 令和元年度

平成２９年度

処 理 場 数

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適

南越前町下水道事業経営戦略

昭和６２年度

福井県　南条郡　南越前町

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

18.22人/ha

13施設

無

処 理 区 数 13処理区

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

平成２９年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．経営の基本方針

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

　別紙「経営比較分析表」参照

　収益的収支比率は、100％を大きく割り込んでいる。総収益は使用料以外の収入である他会計繰入金が占める割合が大きく、
今後もこのような状態が継続すると考えられる。
　企業債残高対事業規模比率は、徐々に下降しているが、新規の企業債等を用いた大規模な更新や新設が無いためである。数
値は、類似団体に比較して高く、恒常的に事業規模に対する債務が大きいことがうかがえる。
　経費回収率は、類似団体に比較して非常に低い。今後は経営効率の改善と健全経営を見据え、汚水処理費の削減と使用料の
改定を行う必要がある。
　汚水処理原価は、微小に減少しているものの、類似団体に比較して非常に高い。地理的な要因もあり、施設に要する経費が
大きいのが主な要因と考えられる。これに対して、投資の効率化や、より適切な経営方法の検討などの改善が必要と考えられ
る。
　施設利用率は、ほぼ均衡して推移しているが、今後は人口の減少に加え、節水型機器の普及の影響により減少すると予測さ
れる。
　水洗化率は類似団体と比べて大きく上回っている。今後も汚水処理を適切に行うこと並びに水質保全のためにも、可能な限
り100％に近づけるべく改善することが望ましい。
　現在は、臨時的な不具合に対し、スポット的に必要部分の改修を行っている。また、耐用年数の短い機器については、経費
削減のために耐用年数を超えた使用する場合もあるが、点検時に特に動作状況に注意を払い、機能維持に努めている。
　また、施設の老朽化の状況を捉えるため、全施設の機能診断調査を実施する。

職 員 数

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　今後の民間委託の成果も踏まえつつ、南越前町の農業集落排
水処理事業に有益になる民間活用の方策が見込まれる際には、
その時点で適切に検討する。

　今後の民間委託の成果も踏まえつつ、南越前町の農業集落排
水処理事業に有益になる民間活用の方策が見込まれる際には、
その時点で適切に検討する。

 イ　指定管理者制度

　処理場及びポンプ施設における運転操作、監視、点検整備、
清掃、故障発生時の応急対応等の運転管理業務を民間委託して
いる。

民 間 活 用 の 状 況

　本町の農業集落排水事業は、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する整備により、農業用排水の水質の
汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に役立てるとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図ることを目的として、１３
施設が整備されている。
　現在は、臨時的な不具合に対し、スポット的に必要部分の改修を行っている。また、耐用年数の短い機器については、経費
削減のために耐用年数を超えた使用する場合もあるが、点検時に特に動作状況に注意を払い、機能維持に努めている。
　経営の健全化について、維持管理経費の削減に取り組んでいる。しかしながら、施設立地が中山間地であり、複数の小規模
な処理施設が点在していることから、維持経費の大幅な削減は困難である。そのため、起債の償還並びに経費を賄うための収
入は、他会計繰入金に依存している状況が続いている。また、今後は過疎による居住人口の減少に伴い人数割分使用料が減少
することから、更なる使用料の減少が予測される。
　今後は、現在実施している機能診断調査の結果を基に、中長期的に適正な管理を行っていくため、令和2年度に最適整備構想
を策定する予定である。
　また、令和元年10月に使用料を改定し、事業の財源確保を図るとともに、経営の健全化を進めていく。

損益勘定所属職員　１人
資本勘定所属職員　０人
　（下水道事業・農業集落排水事業兼務　１人）

　建設整備課　上下水道・環境グループにて上水道事業、公共下水道事業等とともに運営を行って
いる。
　下水道係職員は公共下水道事業等と兼任しており、農業集落排水処理事業の専従職員は配置して
いない。

　エネルギー利用の取組はない。

　土地・施設等の資産活用はない。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5



３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

　使用料体系は従来どおり、他の下水道事業と同一の料金料金体系とする。料金
の見直しについては今後の建設改良投資の動向及び下水道事業を長期的、継続的
に運営する必要性を踏まえて検討する。

使用料の見直しに関する事項

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　使用料収入のうち、人数割料金に係る収入については、「南越前町人口ビジョン（改訂版）（令和２年３月改訂）」におけ
る人口推移を基に、令和元年度の農業集落排水の人数割実績額から人口比率を推計し、これを将来推計人口に乗じて按分し
た。その他、世帯数に基づく基本料金及び業務用使用料に基づく事業所数、数量割料金については、令和元年度実績額から横
ばいとして算定した。
　町の施策としている位置づけから、使用料は公共下水道事業等と同様の使用料体系のため、公共下水道事業等で使用料の見
直しが実施された際は、本事業の使用料収入も変更する。水道ビジョンにおいて令和５年度と８年度に改定を検討していく必
要があり、公共下水道事業等も併せて検討する。

○繰入金に関する事項
　経費を削減した上で、営業費用に不足する収益については、一般会計から繰入金で補填している。その運用上の基準として
は、総務省の繰出基準に基づき、一般会計が負担する必要な経費として、起債元金償還金の一部に相当する金額を繰入してい
る。また、基準内繰入金だけでは収支がとれなければ、繰出基準に基づかない繰入をしている。

　需用費、動力費、修繕費・法定検査手数料・管理清掃委託料については、令和２年度の予算額をベースに、今後１０年で約
２％の経費削減を目標に試算している。

　今後の民間委託の成果も踏まえつつ、南越前町の個別排水処理施設事業に有益
になる民間活用の方策が見込まれる際には、その時点で適切に検討する。

老朽化等による設備等の更新については、令和２年度に策定を予定している最適
整備構想により、長期的な視点で下水道施設を計画的かつ効果的に管理すること
としている。また、令和４年度から電気設備から順次優先順位を設定し、費用の
平準化を行うものとする。

　令和３年度に策定を予定している農業集落排水事業施設再編計画において、処
理場の統廃合や処理区域の見直しなどの費用対効果について検討する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

○投資の目標に関する事項
　本町の農業集落排水事業は、平成１５年度に概成しており、老朽化等による設備等の更新については、令和２年度に策定を
予定している最適整備構想により、長期的な視点で下水道施設を計画的かつ効果的に管理することとしている。

〇管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　令和２年度に策定を予定している最適整備構想により、令和４年度から順次優先順位を設定し、費用の平準化を行うものと
する。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営状況の変化に対応するため、進捗管理は毎年度実施し、概ね5年ごとに見直しを行
う。

職員給与費に関する事項
　現状、農業集落排水処理事業に従事する職員は、他の上下水道事業と兼務で１
名であり、人員の削減は望めない状況である。

動力費に関する事項
　各施設の効率的な運転管理に努めるとともに、更新時には省エネルギー機器の
導入を行い、より一層の動力費節減に努める。

修繕費に関する事項

　定期点検の実施により予防的修繕を計画的に行い、突発的な故障を防ぐととも
に、施設の延命化と修繕費の節減に努める。
　令和２年度に策定を予定している最適整備構想に沿って計画的な施設の更新を
実施し、修繕費の節減に努める。

委託費に関する事項
　発注方式を見直し、　他事業の施設等も含めた一括発注等、入札参加条件を附
したうえで、入札公募範囲を広げ、競争の原理により業務の質を維持しながら費
用の削減を図る。

その他の取組
　技術水準の維持・向上を図るため、OJTや各種研修への積極的な参加等により
人材育成に努め、更なる業務の効率化に繋げる。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　今後の民間委託の成果も踏まえつつ、南越前町の農業集落排水事業に有益になる民
間活用の方策が見込まれる際には、その時点で適切に検討する。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

　現在は、臨時的な不具合に対し、スポット的に必
要部分の改修を行っている。また、耐用年数の短い
機器については、経費削減のために耐用年数を超え
た使用する場合もあるが、点検時に特に動作状況に
注意を払い、機能維持に努めている。
　また、施設の老朽化の状況を捉えるため、全施設
の機能診断調査を実施する。

2. 老朽化の状況

全体総括

　経営の健全化について、維持管理経費の削減に取
り組んでいる。しかしながら、施設立地が中山間地
であり、複数の小規模な処理施設が点在しているこ
とから、維持経費の大幅な削減は困難である。その
ため、起債の償還並びに経費を賄うための収入は、
他会計繰入金に依存している状況が続いている。ま
た、今後は過疎による居住人口の減少に伴い人数割
分使用料が減少することから、更なる使用料の減少
が予測される。
　今後は、現在実施している機能診断調査の結果を
基に、中長期的に適正な管理を行っていくため、令
和2年度に最適整備構想を策定する予定である。
　また、令和元年10月に使用料を改定し、事業の財
源確保を図るとともに、経営の健全化を進めてい
く。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

① 収益的収支比率は、100％を大きく割り込んでい
る。総収益は使用料以外の収入である他会計繰入金
が占める割合が大きく、今後もこのような状態が継
続すると考えられる。
④ 企業債残高対事業規模比率は、徐々に下降して
いるが、新規の企業債等を用いた大規模な更新や新
設が無いためである。数値は、類似団体に比較して
高く、恒常的に事業規模に対する債務が大きいこと
がうかがえる。
⑤ 経費回収率は、類似団体に比較して非常に低
い。今後は経営効率の改善と健全経営を見据え、汚
水処理費の削減と使用料の改定を行う必要がある。
⑥ 汚水処理原価は、微小に減少しているものの、
類似団体に比較して非常に高い。地理的な要因もあ
り、施設に要する経費が大きいのが主な要因と考え
られる。これに対して、投資の効率化や、より適切
な経営方法の検討などの改善が必要と考えられる。
⑦ 施設利用率は、ほぼ均衡して推移しているが、
今後は人口の減少に加え、節水型機器の普及の影響
により減少すると予測される。
⑧ 水洗化率は類似団体と比べて大きく上回ってい
る。今後も汚水処理を適切に行うこと並びに水質保
全のためにも、可能な限り100％に近づけるべく改
善することが望ましい。

2. 老朽化の状況について

処理区域内人口密度(人/km
2
) －

- 該当数値なし 55.65 100.00 3,348 5,904 3.17 1,862.46

343.69 31.14 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
)

法非適用 下水道事業 農業集落排水 F1 非設置 10,701

経営比較分析表（平成30年度決算）
福井県　南越前町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.02 0.01 2.05 0.44 0.04

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

57.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 51.91 52.96 51.19 53.44 56.21

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 1,912.67 1,803.06 1,585.83 1,411.49 1,241.55

平均値 1,044.80 1,081.80 974.93 684.74 654.92

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 26.89 28.78 30.00 31.29 30.79

平均値 50.82 52.19 55.32 65.33 65.39

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 441.20 433.51 424.54 382.52 418.05

平均値 300.52 296.14 283.17 227.43 230.88

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 65.34 62.37 61.04 64.58 59.23

平均値 53.24 52.31 60.65 56.01 56.72

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 96.66 96.87 97.66 97.71 97.97

平均値 84.07 84.32 84.58 89.77 90.04

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【747.76】

【85.82】【52.23】【261.46】【59.51】

【0.02】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 178,031 158,633 177,190 172,246 168,730 164,654 161,062 157,712 191,580 187,231 181,202 175,668

（１） (B) 86,911 95,710 106,059 105,153 104,723 134,538 134,108 133,678 171,965 171,593 171,221 170,849

ア 84,526 91,354 105,583 105,153 104,723 134,538 134,108 133,678 171,965 171,593 171,221 170,849

イ (C)

ウ 2,385 4,356 476

（２） 91,120 62,923 71,131 67,093 64,007 30,116 26,954 24,034 19,615 15,638 9,981 4,819

ア 76,070 55,918 56,141 67,093 64,007 30,116 26,954 24,034 19,615 15,638 9,981 4,819

イ 15,050 7,005 14,990

２ (D) 161,197 143,174 162,041 157,178 153,622 150,179 147,032 144,082 141,245 138,619 136,420 134,985

（１） 129,772 115,275 137,525 136,022 135,762 135,503 135,244 134,985 134,727 134,470 134,213 133,957

ア 6,954 6,960 7,242 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

イ 122,818 108,315 130,283 130,022 129,762 129,503 129,244 128,985 128,727 128,470 128,213 127,957

（２） 31,425 27,899 24,516 21,156 17,860 14,676 11,788 9,097 6,518 4,149 2,207 1,028

ア 31,425 27,899 24,516 21,156 17,860 14,676 11,788 9,097 6,518 4,149 2,207 1,028

イ

３ (E) 16,834 15,459 15,149 15,068 15,108 14,475 14,030 13,630 50,334 48,612 44,782 40,683

1 (F) 165,615 134,690 131,112 130,835 181,487 175,713 172,585 169,908 127,589 112,897 76,614 53,256

（１）

（２） 165,615 134,690 131,112 130,835 156,487 150,713 147,585 144,908 102,589 87,897 51,614 28,256

（３）

（４）

（５） 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

（６）

（７）

２ (G) 182,310 150,038 146,261 145,903 196,595 190,187 186,615 183,538 177,923 161,509 121,396 93,939

（１） 26,784 1,476 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

（２） (H) 155,526 148,562 146,261 145,903 146,595 140,187 136,615 133,538 127,923 111,509 71,396 43,939

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 16,695 △ 15,348 △ 15,149 △ 15,068 △ 15,108 △ 14,474 △ 14,030 △ 13,630 △ 50,334 △ 48,612 △ 44,782 △ 40,683

(J) 139 111 △ 0 △ 0 1 0 △ 0 0 △ 0 △ 0 0

(K)

(L) 199 225 336 336 336 336 337 337 337 337 337 337

(M)

(N) 338 336 336 336 336 337 337 337 337 337 337 337

(O)

(P)

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 86,911 95,710 106,059 105,153 104,723 134,538 134,108 133,678 171,965 171,593 171,221 170,849

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 12,734 11,505 10,244 8,950 7,622 6,260 4,863 3,428 2,625 1,905 1,171 874

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

76,070 55,918 56,141 67,093 64,007 30,116 26,954 24,034 19,615 15,638 9,981 4,819

23,780 21,532 20,617 19,830 19,162 17,840 16,777 15,773 14,527 12,361 8,205 4,819

52,290 34,386 35,524 47,263 44,845 12,276 10,177 8,261 5,088 3,277 1,776

165,615 134,690 131,112 130,835 156,487 150,713 147,585 144,908 102,589 87,897 51,614 28,256

18,583 17,183 16,511 16,868 17,233 16,206 16,525 16,851 16,814 14,169 5,879 5,349

147,032 117,507 114,601 113,967 139,254 134,507 131,060 128,057 85,775 73,728 45,735 22,907
241,685 190,608 187,253 197,928 220,494 180,829 174,539 168,942 122,204 103,535 61,595 33,075

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

令和
11年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

87 98

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

57 57 56 57 57 57収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 56 54

赤 字 比 率 （ ×100 ）

71 75

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

令和
11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度
令和

７年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息


